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（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○予算の公表（３件） （財政課取扱い）１

鹿児島県告示第1044号

令和３年第３回県議会定例会において議決された令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第

７号）の要領は，次のとおりである。

令和３年11月５日

鹿児島県知事 塩田康一

令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第７号）

令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第７号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ12,391,286千円を追加し，歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ907,374,446千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の補正は，「第３表 地方債補正」による。
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鹿児島県告示第1045号

令和３年第３回県議会定例会において議決された令和３年度鹿児島県病院事業特別会計補正

予算（第２号）の要領は，次のとおりである。

令和３年11月５日

鹿児島県知事 塩田康一

令和３年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第２号）

第１条 令和３年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによ

る。

第２条 令和３年度鹿児島県病院事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病院事業収益 19,116,409千円 299千円 19,116,708千円

第１項 医 業 収 益 15,812,718千円 0千円 15,812,718千円

第２項 医業外収益 3,303,691千円 299千円 3,303,990千円

支 出

第１款 病院事業費用 20,342,246千円 299千円 20,342,545千円

第１項 医 業 費 用 20,250,220千円 299千円 20,250,519千円

第２項 医業外費用 82,026千円 0千円 82,026千円

第３項 予 備 費 10,000千円 0千円 10,000千円

第３条 予算第４条本文中「503,088千円」を「504,238千円」に改め，資本的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 3,931,842千円 84,872千円 4,016,714千円

第１項 企 業 債 2,698,000千円 0千円 2,698,000千円

第２項 他会計負担金 610,610千円 12,278千円 622,888千円

第３項 国庫補助金 54,366千円 0千円 54,366千円

第４項 基金繰入金 568,866千円 52,893千円 621,759千円

第５項 その他資本的収入 0千円 19,701千円 19,701千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 4,434,930千円 86,022千円 4,520,952千円

第１項 建設改良費 3,895,320千円 86,022千円 3,981,342千円

第２項 企業債償還金 521,164千円 0千円 521,164千円

第３項 長期貸付金 15,520千円 0千円 15,520千円

第４項 基金積立金 2,926千円 0千円 2,926千円
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鹿児島県告示第1046号

令和３年第３回県議会定例会において議決された令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第

８号）の要領は，次のとおりである。

令和３年11月５日

鹿児島県知事 塩田康一

令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第８号）

令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第８号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ9,203,093千円を追加し，歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ916,577,539千円とする。

１ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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